
あきた結婚支援センターご利用のルール
あきた結婚支援センターに入会できる方は、秋田県にお住まいかお勤めの方、または県外にお
住まいでも将来秋田県に移住などを予定している方で、結婚を誠実に希望し、自ら努力される
20歳以上の独身の方です。

あきた結婚支援センターの個別マッチングシステムは、お互いの条件が合致した場合に、検索
結果としてお相手が出てくるシステムです。条件が合わない場合には、お相手が出てこないこと
もあります。ご希望の方とのマッチング（お見合い）の実現を必ずお約束するものではありません。

個人情報の管理を徹底するため、来所予約、入会手続き及びお相手の検索は、ご本人のみ
で行っていただきます。

入会手続きは、3センター（北、中央、南）で行います。電話予約してから、入会申込書、本人・
住所を確認できる書類（運転免許証、パスポート等）、独身を確認できる書類（独身証明書ま
たは戸籍抄本）、入会登録料1万円、写真（任意）をお持ちください。

入会登録料は、登録に係わる費用ですので、途中で退会されてもお返しできません。入会後
は、登録料以外の費用はかかりません。

会員期間は、原則として登録日から3年間です。会員期間が終了した場合は、自動的に退会
となります。引き続き会員登録を希望される場合は、改めて、登録手続きを行っていただきます。

会員の個人データは自己申告によるものです。登録内容と実態に相違がないよう、登録された
内容に変更が生じた場合は、速やかに連絡してください。

交際開始後は、お互いにマナーを守り、それぞれの責任においてお付き合いしてください。
交際を解消したい場合は、お二人で話し合ったうえで、解消した旨を会員登録されたセンター
に連絡してください。

センターで知り得た個人情報については、秘密を守り、退会後もこれを他の方に漏らしてはなり
ません。

登録後、結婚が決まりましたら、速やかに会員登録されたセンターへお知らせください。退会
手続きを取っていただき、センターからお祝いを差し上げます。

センターは、次の場合に入会をお断りし、または会員の登録を抹消します。特に悪質な場合は、
法律に基づき対処します。

（1）「ご利用のルール」に同意できない場合、または違反した行為があった場合
（2）虚偽の個人データ申告により入会し、または入会しようとした場合
（3）営業・勧誘など結婚以外の目的で入会し、または入会しようとした場合
（4）センターのシステムを悪用し、または悪用しようとした場合
（5）センターの指示、指導に従わなかった場合
（6）暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団をいう。）であ

る場合
（7）センターの業務に関し、他の会員、センター職員などの関係者に暴力を加え、もしくは加えようとした場合、

または脅迫した場合
（8）前号に該当する行為のほか、暴力的不法行為（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第

1号に規定する暴力的不法行為をいう。）を行った場合
（9）その他会員として不適当とセンターが判断した場合
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ふりがな 申込年月日 平成　　　年　　　月　　　日

①氏名 ②性別 ［※］ 男　　・　　女

③生年月日 （西暦）19　　年　　　月　　　日 ④年齢 ［※］ 満　　　　　歳

⑤現住所
〒

［※］ □ 県北　　　　□ 県央
□ 県南　　　　□ 県外

⑥電話番号
（センターとの連絡に使用） （1）　　　　　−　　　　　　−　　　　　 （2）　　　　　−　　　　　　−　　　　　

⑦メールアドレス
（センターとの連絡に使用）

⑧勤務先又は
自営業名 ［※］

□会社員　　□公務員　　□団体職員
□自営業　　□パート・アルバイト　　□無職
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

⑨勤務先等住所
（無職の方は記入不要）

〒
［※］

□県北　　　□県央　　　□県南
□県外

⑩結婚歴 ［※］ □無　　□有

⑪子ども ［※］ あなたに子どもはいますか？　　□いない　□いる（　　　　人）

⑫婿
むこ

養子
（男性のみ記入） ［※］ あなたは婿養子になれますか？　□なれる　□なれない　□どちらともいえない

⑬写真 ［※］ □有（持参）　　□有（申込時撮影）　　□無（公開しない）

⑭県外に
お住まいの方のみ 今後秋田に居住する予定　□有　　　　　　　　　今後秋田に勤務する予定　□有

⑮秋田での予定住所地
（県外にお住まいの方のみ）

〒
［※］ □ 県北　　　　□ 県央

□ 県南　　　　　 　　

身長 cm 体重 kg
年収

（税込） 約　　　　　万円

現在の住まい □自分の持家　　□家族の持家　　□借家・アパート　□その他（　　　　　　　　　　　　　　）

最終学歴 □中卒　　　　　□高卒　　　　　□専門卒　　　　　□短大卒　　　　　□大卒以上

結婚後の
親族との同居 □無　　　　　　□有（だれと：　　　　　　　　）　  □未定

健康 □良好　　　　　□普通　　　　　□その他

趣味・特技
（20 字程度）

嗜好  たばこ　　□吸わない　　　□吸う　　  酒　　　□飲まない　　　□付き合い程度　　　□飲む

あなた自身の PR やお相手へのご希望等について、自由に記載してください。（50 字程度）

　　一般社団法人あきた結婚支援センター入会申込書
以下の項目について記入してください。

◎［※］印の項目は、検索システムにおいて、お相手に公開される項目となります。◎記載事項について、センターの目的以外に使用することはありません。

　　あなたのプロフィール
「あなたのプロフィール」については任意記入となりますが、記載された内容は、検索システムにおいてお相手に公開される項目とな
ります。

※連絡先が2カ所必要な場合に記入してください



年齢 □　こだわらない □　　　　　歳から　　　　　歳まで（どちらか一方の記入でも可）

身長 □　こだわらない □　　　　　㎝から　　　　　㎝まで（どちらか一方の記入でも可）

職業
（複数選択可）

□　こだわらない
□　会社員　　　□　公務員　　　□　団体職員　　　□　自営業
□　パート・アルバイト　□　無職　　□　その他

年収 □　こだわらない □　100 万円以上　　　□　200 万円以上　　　□　300 万円以上
□　400 万円以上　　　□　500 万円以上　　　□　600 万円以上

居住地
（複数選択可）

□　こだわらない □　同一市町村内　　　□　県北　　　□　県央　　　□　県南

結婚歴 □　こだわらない □　無い方がよい

子ども
（お相手に子どもが
いることについて）

□　こだわらない □　いない方がよい

婿
むこ

養子の希望
（女性のみ記入）

□　こだわらない □　婿
むこ

養子にきてくれる方がよい

　　理想のパートナー
「理想のパートナー」については、お相手を選ぶ際の条件となりますので、必ず記入してください。

誓　約　書

１．この入会申込書に記載した内容は、真実であることを誓約します。

２．「あきた結婚支援センターご利用のルール」を承諾します。

３．この申込書に記載した情報のうち、公開される項目に記載した情報については、

　　検索システムで開示することを承諾します。

平成　　　年　　　月　　　日

（署名）　　　　　　
　　　



個人情報保護に関する指針

1　基本方針
　一般社団法人あきた結婚支援センター（以下「センター」という。）は、センターの事業（以下「事業」と
いう。）を実施するに当たり、個人情報の保護に関する法律（平成15年5月30日法律第57号）及び秋田県
個人情報保護条例（平成12年秋田県条例第138号）に規定する内容を遵守するとともに本指針に基づき、
個人情報の適正な管理を行います。

2　個人情報について
　事業において個人情報とは、氏名、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス、写真等、特定の個人を
識別することのできる情報をいいます。
　氏名によって直接個人がわかる場合はもちろん、氏名がわからない場合であっても、他の情報と結びつけ
ることにより、個人を識別することができるものも個人情報として取り扱います。

3　個人情報の取得、利用、第三者への提供
　事業の実施に当たっては、必要な範囲内において個人情報をお伺いします。
　個人情報に関して、法令等の規定に基づく場合を除き、ご本人の同意なく取得、利用及び第三者への提
供をすることはありません。

4　個人情報の管理
　個人情報については、漏洩、不正利用、改ざん、紛失等のないよう、組織的、人的、物理的及び技術的
な安全管理措置を講じます。
　個人情報の処理を外部に委託する場合は、厳正な管理のもとで行います。

5　個人情報の開示、訂正、利用停止等
　ご本人は、自身の個人情報について、その内容を照会することができます。
　ご本人から自身の個人情報について、訂正、追加、削除、利用停止等の申し出があった場合は、遅滞なく
対応します。

6　個人情報の取扱いに関する苦情
　個人情報の取扱いに関する苦情があった場合は、適切かつ迅速に対応します。

7　管理体制
　個人情報を保護するための内部規程を策定し、センターの役職員に対し、教育訓練等を実施することによ
り、内部規程の周知徹底を図ります。
　また、内部規程の整備、安全対策の実施及び役職員への教育訓練等が適切になされていることを定期的
な外部監査の実施を通して確認します。

8　附則
　本指針は、平成23年4月1日から施行するものとします。


